
令和７年１２月１９日

令和７年度「地域運営組織」
全国セミナー i n鹿児島



１ .地域を取 り巻 く現状 と地域運営組織の必要性



地域をとりまく現状
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●地域が抱える課題
・人口減少や高齢化が進む地域における集落機能の低下
・商店や公共交通機関の撤退による生活基盤の衰退
・自治会や町内会等への加入率の低下による地域コミュニティの希薄化 など

出典：総務省「自治会等に関する市区町村の取組についてのアンケート調査(R3.7）」に基づき作成（自
治会･町内会等の加入率(世帯単位)について回答のあった600市区町村における単純平均）

過疎地域の年齢階層別人口構成比の推移

出典：総務省「令和５年度版過疎対策の現況（R7.3）」

1 .地域運営組織が注目されている背景
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なぜ、地域運営組織（RMO）が注目されているの？
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1 .地域の多様な主体が参画し活動する組織「地域運営組織（R M O）」 ※RMO：Region Management Organization

「地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、

地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織」

充実した地方財政措置
の対象となる

地域で活動する既存の団
体に加え、地域おこし協
力隊などの移住者・関係
人口も巻き込み、参加す
ることで、活動の持続可
能性が高まるとともに情
報の共有・人材の交流が

生まれる

１戸１票制ではなく、
女性も含めた参加者1人1
人が当事者意識を持って

活動する団体

コミュニティの
希薄化

地域の高齢化
ガソリンスタン
ドの閉鎖

高齢者の見守り

など

それぞれの課題に対して、自治会やNPO法人などがバラバラに取り組んでも限界がある…
事業性のある活動など、従来の自治・相互扶助活動から一歩踏み出して地域課題の解決を図る必要

地域運営組織（R M O）とは

地域活動のインフラ
（基盤）となる組織



地域運営組織（RMO）の現状
令和６年度は地域運営組織が全国で8,193団体が確認され、令和５年度（7,710団体）から483団体増加（6.3％増）し、平

成28年度に比べて約2.7倍に増加。また、地域運営組織が形成されている市区町村は893市区町村であり、令和５年度（874市区町
村）から19市区町村増加（2.2%増）

団 体 数

組織形態 法人格を持たない任意団体が90.9％、NPO法人が3.4％、認可地縁団体が2.0％

構成団体 自治会・町内会が構成員となっている地域運営組織は78.5%と最も多く、「地域の福祉活動に関わる団体、民生委員・児童委員」
（57.8％）、「地域の防犯・防災・交通安全に関わる団体（消防団など）」（47.9％）が続く。

活動拠点 活動拠点を有する団体が97.1％、このうち64.2％が公共施設を使用

活動内容 祭り・運動会・音楽会などの運営（70.6％）が最も多く、交流事業（69.6％）、健康づくり・介護予防（62.5％）、防災活動
（61.9％）などが続く。

収 入 収入源（第１位から第５位までを複数回答）
のうち、「市区町村からの助成金・交付金等」が
85.2％と最も多い。また、生活支援などの自主事
業の実施等による収入（会費、補助金、寄附金
等以外の収入）の確保に取り組む地域運営組
織の割合は45.9％

課 題 活動の担い手となる人材の不足（79.2％）が
最 も 多 く 、 団 体 の 役 員 ・ ス タ ッ フ の 高 齢 化
（62.1％）、次のリーダーとなる人材の不足
（61.8％）が続くなど、人材に関するものが多い。

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

地域運営組織数 3,071 4,177 4,787 5,236 5,783 6,064 7,207 7,710 8,193

市区町村数 609 675 711 742 802 814 853 874 893
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※令和６年度 総務省調査
（市区町村：1,741団体、地域運営組織：8,193団体が回答）

（複数回答）

（複数回答）

（複数回答）
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（複数回答）

約2.7倍増加



地域運営組織（RMO）の形成状況 ～地域ブロック別～

各市区町村の地域運営組織の有無

※令和６年度 総務省調査（市区町村：1,741団体が回答）

●回答市区町村のうち、地域運営組織の有無については、「ある」が 893団体（51.3％）、「ない」 が848団体（48.7％）となっている。
●「中国地方」が80.4％と最も多く、次いで「四国地方」が68.4％、「近畿地方」が60.8％などとなっている。
●「北海道地方」が22.3%と最も少ない。
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51.3 

22.3 

50.2 

46.2 

51.3 

60.8 

80.4 

68.4 

51.8 

48.7 

77.7 

49.8 

53.8 

48.7 

39.2 

19.6 

31.6 

48.2 
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全体[n=1741}

北海道地方[n=179}

東北地方[n=227}

関東地方[n=316}

中部地方[n=316}

近畿地方[n=227}

中国地方[n=107}

四国地方[n=95}

九州・沖縄地方[n=274}

ある ない



地域運営組織（RMO）の形成状況 ～人口規模・都市分類別～

人口規模別

※令和６年度 総務省調査（市区町村：1,741団体が回答）

●回答市区町村の人口規模別に「地域運営組織があ
る」割合をみると、「30万人以上50万人未満」が
74.0％と最も多くなっている。
●「5,000人以上１万人未満」「5,000人未満」は３
割前後と少ない。

都市分類別

●回答市区町村の都市分類別に「地域運営組織があ
る」割合をみると、「中核市」が85.5％と最も多くなって
いる。
●「特別区」が30.4%と少なくなっているほか、「町村」
が36.3％と少ない。
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50万人以上[n=36}

30万人以上50万人未満[n=50}

10万人以上30万人未満[n=194}

5万人以上10万人未満[n=237}
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5,000人以上1万人未満[n=236}

5,000人未満[n=295}

ある ない
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30.4 

48.7 

35.0 

14.5 

34.8 

31.7 

63.7 
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全体[n=1741}

政令指定都市[n=20}

中核市[n=62}

施行時特例市[n=23}

一般市[n=687}

町村[n=926}

特別区(東京23区)[n=23}

ある ない



地域運営組織（RMO）の活動範囲

※令和６年度 総務省調査（地域運営組織：8,193団体が回答）

●学校が置かれている区域との対応関係は、「小学校区とおおむね一致する」が43.1%と最も多く、次いで「旧小学校区とおおむね一致する」が
16.6%などとなっている。
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市区町村とおおむね一致する
4.5%

中学校区とおおむね一致する
11.7%

小学校区とおおむね一致する
43.1%

旧小学校区とおおむね一致する
16.6%

旧小学校区より狭い
13.4%

その他
10.6%

不明
0.1%

全体 [n=8,193]



母体となった既存組織

※令和６年度 総務省調査（地域運営組織：8,193団体が回答）

●母体となった既存組織は、「自治会・町内会」が34.6%と最も多く、次いで「自治会・町内会の連合組織」が29.6%などとなっている。
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自治会･町内会
34.6%

自治会･町内会の連合組織
29.6%

公民館運営組織
9.7%

地区の社会福祉協議会
2.0%

農林地保全組織等
0.8%

その他
10.6%

母体となった既存組織はない
12.0%

不明
0.6%

全体 [n=8,193]



地域運営組織（RMO）の主な活動

※令和６年度 総務省調査（地域運営組織：8,193団体が回答）

●祭り・運動会・音楽会などの運営
（70.6％）が最も多く、交流事業
（69.6％）、健康づくり・介護予防
（62.5％）、防災活動（61.9％）
などが続く。
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

祭り･運動会･音楽会などのイベント
交流事業

健康づくり･介護予防
防災活動（防災訓練・研修、安否確認、備蓄など

地域の美化・清掃・草刈り
広報誌の作成･発行（Web媒体による情報発信等を含む）

文化･スポーツ
高齢者交流サービス（食事会、喫茶、敬老行事など）

防犯活動（防犯パトロール、防犯教室、防犯灯、防犯カメラなど）
交通安全（登下校の見守り、交通安全教室、自動車の速度抑制など）

生涯学習
声かけ､見守りサービス

青少年の健全育成
地域の諸団体（自治会・集落を含む）の事務や活動の補助

地域の緑化､花壇づくり､ビオトープ､生態系の保全
郷土文化･文化財の継承

集会施設の維持管理
公的施設の維持管理（指定管理など）

地域の調査･研究･学習
相談の場の確保

子育て中の保護者が集まる場の提供
子どもの学習支援､放課後児童クラブ

多文化共生
農村景観の保全､空き家や里山などの維持･管理

家事支援（清掃や庭木の剪定など）
弁当配達･給配食サービス

コミュニティバス･デマンドタクシーの運行､その他外出支援サービス
買い物支援（配達、地域商店の運営（食品、ガソリンなど）、移動販売など）

子ども食堂の運営､フードドライブ
農業用水路等の草刈りや泥上げ､農道等の補修

特産品の加工･販売（直売所の設置・運営など）
農地の利活用（交流、体験など）

送迎サービス（学校、病院、その他高齢者福祉施設など）
有害鳥獣対策（鳥獣被害防止用の緩衝帯の設置、駆除など）

その他
観光（観光施設の運営、観光体験など）

除雪（道路、通学路など）
移住支援

市町村役場の窓口代行
高齢世帯等の雪かき･雪下ろし
農業（農作業の受託を含む）

保育サービス･一時預かり
農業と福祉を組み合わせた活動

全体[n=8,193]



構成団体・協力団体として参加している組織

※令和６年度 総務省調査（地域運営組織：8,193団体が回答）

●地域運営組織に構成団体として参加し
て い る 組 織 は 、 「 自 治 会 ・ 町 内 会 」 が
78.5%と最も多く、次いで「地域の福祉活
動に関わる団体、民生委員・児童委員」が
57.8%、「地域の防犯・防災・交通安全に
関わる団体（消防団など）」が47.9%など
となっている。

●地域運営組織の構成団体ではないが活
動に協力している団体は、「行政関係機関
（市役所、公共施設、保健所等）」が
48.5%と最も多く、次いで「小学校・中学
校・高等学校」 が29.5%、 「社会福祉協
議会、福祉サービス事業所」 が28.5%など
となっている。
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0.7 

2.4 
15.1 

25.9 

1.4 

23.3 

2.1 

14.0 

4.8 
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15.5 

13.1 
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18.1 
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9.6 
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12.4 

15.6 

10.8 
5.9 

9.5 

2.9 

4.3 

5.6 

19.7 

29.5 

8.4 

28.5 

6.7 

48.5 

19.3 

1.1 

0.6 

6.0 

1.9 

0.4 

28.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自治会･町内会
子ども会

PTA
青年団

女性団体（女性会、婦人会等）
高齢者団体（老人クラブ、老人会等）
地域の子ども･青少年育成に関わる団体

地域の生涯学習･文化･スポーツに関わる団体
地域の福祉活動に関わる団体､民生委員･児童委員

地域の防犯･防災･交通安全に関わる団体（消防団など）
地域の緑化･美化に関わる団体

NPO
ボランティア団体

事業所（商店・商店街、工場、事業所等）
経済団体（商工会・商工会議所、農協、地場産業組合）

観光協会､観光地域づくり法人（DMO）
農家､集落営農組織､農業法人

農林地保全組織
交通事業者（鉄道・バス・タクシー・船舶等）

郵便局
保育所･幼稚園･認定こども園

小学校･中学校･高等学校
専門学校､大学

社会福祉協議会､福祉サービス事業所
医療機関､薬局

行政関係機関（市役所、公共施設、保健所等）
警察

マンション管理組合
労働者協同組合

個人
その他

構成団体の考えになじまない
不明

構成団体として参加している組織 [n=8,193]

構成団体ではないが､活動に協力している組織 [n=8,193]



地域運営組織（RMO)の組織形態

※令和６年度 総務省調査（地域運営組織：8,193団体が回答）

●法人格の種類は、「任意団体」が90.9％と最も多く、次いで「NPO法人」が3.4%、「認可地縁団体」が2.0%などとなっている。
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0.1 

90.9 

1.2 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認可地縁団体

NPO法人

社団法人(一般) 

社団法人(公益)

財団法人(一般)

財団法人(公益)

株式会社･合同会社･合名会社･合資会社

協同組合

労働者協同組合

農事組合法人

社会福祉法人

その他法人

法人格の種類不明

法人格はない(任意団体) 

法人格はない(任意団体)が一部の事業は法人化している

不明

全体 [n=8,193]



地域運営組織（RMO）の収入源

収入の項目数

※令和６年度 総務省調査（地域運営組織：8,193団体が回答）

●収入源の上位５項目の回答を求めたところ、回答の
あった収入の項目数は、「収入項目２種類」が29.3%
と最も多く、次いで「収入項目３種類」が27.4%などと
なっている。

主な収入源［第１位～第５位を複数回答］

●主な収入源（第１位から第５位までを複数回答）
は、「③市区町村からの助成金・交付金等」が85.2%
と最も多く、次いで「①構成員からの会費」が42.0%、
「②寄附金」が20.9%などとなっている。
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収入項目なし
1.7%

収入項目１種類
18.3%

収入項目２種類
29.3%収入項目３種類

27.4%

収入項目４種類
13.2%

収入項目５種類
9.6%

不明
0.6%

全体 [n=8,193]

42.0 
20.9 

85.2 
5.8 

10.5 
13.7 
14.1 

1.1 
20.1 

16.7 
14.0 
15.4 

1.7 
0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①構成員からの会費
②寄附金

③市区町村からの助成金･交付金等
④国･都道府県等からの助成金･交付金等

⑤民間団体からの助成金
⑥公的施設の指定管理料

⑦市区町村からの受託事業収入（③と⑥を除く）
⑧国･都道府県等からの受託事業収入（④と⑥を除く）
⑨利用者からの利用料（生活支援サービス等の対価）

⑩収益事業の収益（⑥、⑦、⑧、⑨を除く）
⑪資産運用益（預金利息、配当など）

⑫その他
⑬特になし

不明

全体 [n=8,193]



地域運営組織（RMO）の持続的な運営に向けた課題（問題）及び期待する支援

※令和６年度 総務省調査（地域運営組織：8,193団体が回答）

●継続的に活動していく上で課題（問
題）として考えていることは、「活動の担い
手となる人材の不足」が79.2%と最も多く、
次いで「団体の役員・スタッフの高齢化」が
62.1%、「次のリーダーとなる人材の不足」
が61.8%などとなっている。

●課題（問題）解決に当たって支援を期
待するものは、「活動の担い手となる人材
の不足」が34.5％と最も多く、次いで「活
動資金の不足」が34.1%、「次のリーダー
となる人材の不足」が25.3％などとなって
いる。
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活動資金の不足

活動拠点となる施設（数、⾯積）の不⾜

活動に必要な物品の不足

リーダーとなる人材の不足

活動の担い手となる人材の不足

事務局運営を担う人材の不足

次のリーダーとなる人材の不足

会計や税務､労務などのノウハウの不足

地域が進むべき方向性･ビジョンを決めるプロセスや手法がわからない

事業を実施する上でのプロセスや⼿法（事業計画／マーケティングほか）がわからない

地域住民の当事者意識の不足

地域住⺠の活動への理解不⾜（地域のために活動している組織として認知されていない）

自治会･町内会との関係､役割分担

活動に適した保険がない

団体の役員･スタッフの高齢化

デジタル技術の活用が困難

その他

特にない

不明

継続的に活動していく上での課題 [n=8,193]

課題解決に当たり支援を期待するもの[n=8,193]



2 .地域運営組織に対する支援について



地域運営組織（RMO）への支援

地域運営組織の持続的な運営に向けた課題に対する支援
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●地域運営組織の持続的な運営に向けた課題

・“カネ”に関する支援
●地方自治体の地域運営組織の設立、運営及び経営
力の強化などに要する経費の支出経費に対して地方財
政措置

●地域運営組織が行う生活支援の取組や
「なりわい」を創出する活動等を支援する
「過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業」の活用

・“ヒト”に関する支援
●地域運営組織の事務局スタッフ等に
「集落支援員」や「地域おこし協力隊」の活用

・”ノウハウ”に関する支援
●総務省のホームページに掲載されている
各種テキスト、手引きなどの活用

●地域運営組織の設立・運営をサポートする第
三者である「中間支援者」の活用

●都道府県・市区町村の支援の活用
このあとの事例発表、パネルディスカッションで
実際の取組、施策について紹介！

・活動の担い手となる人材の不足
・スタッフの高齢化

“ヒト”に関する課題

・活動資金の不足
“カネ”に関する課題

・継続的な活動を行う上でのサポート
“ノウハウ”に関する課題



地域運営組織（RMO）の設立・運営に関する地方財政措置（概要）

自主事業の実施による収入の確保等地域運営組織の経営力強化に要する経費
（措置対象：研修、調査、設備導入、販路開拓に要する経費 等） …特別交付税

※措置率1/2・財政力補正

２．地域運営組織の経営力強化支援【都道府県及び市町村】

地域運営組織の運営支援や住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援に要する経費
（１） 地域運営組織の運営支援

① 運営支援（措置対象：事務局人件費、事務所賃貸料、光熱水費、備品消耗品費、旅費、事務局職員のスキルアップや
組織・事業の見直し（柔軟な最適化）に関する研修費 等）…普通交付税

② 形成支援（措置対象：ワークショップ開催に要する経費、ファシリテーターの旅費及び謝金、事務所開設のための施設改修費 等）
…特別交付税

※措置率1/2・財政力補正
※事務所開設のための施設改修費については、１組織１回限りの措置
※令和７年度からは、（１）②において、ワークショップ開催のための臨時職員経費について、特別交付税措置の上限額を引き上げ（最大200万円→220万円）

（２） 住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援
（措置対象：高齢者交流、声かけ・見守り、買物支援、弁当配達、登下校時の見守り、交流事業（子育て、親子、多世代）、
子ども食堂、学習支援、相談の場に要する経費 等） …普通交付税

※(1)①及び(2)において、普通交付税算定額を上回る経費について、特別交付税による措置を講ずる。措置率1/2・財政力補正

１．住民共助による見守り ・交流の場や居場所づくり等への支援【市町村】
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000997424.pdf

地域運営組織の立ち上げや持続的な活動、組織運営を見直す際のヒント

17

000997424.pdf

●組織を立ち上げたい際はこちら ●地域の方と話し合いをうまく進めた
い際はこちら

●活動や組織運営を見直したい際はこちら

総務省では、地域運営組織の立ち上げなどに際してヒントとなる情報などをホームページで掲載しています

・地域運営組織の立ち上げや運
営に当たっての課題を４つに分類
し、解決のヒントを掲載！

https://www.soumu.go.jp/main
_content/000997424.pdf

・自治体職員へ向けた“話し合いの
進め方”のアイデアをワークショップ
手法に着目し、掲載しています！

https://www.soumu.go.jp/main
_content/000997425.pdf

【自治体職員向け】
・地域運営組織の活動内容について見直したい場合等に参考
となるテキストとなっております！

【住民の皆様向け】

https://www.soumu.go.jp/main
_content/001001568.pdf

https://www.soumu.go.jp/main
_content/001001569.pdf
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地域運営組織の立ち上げや持続的活動、組織運営を見直す際のヒント
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総務省では、研究事業をとおして地域運営組織の立ち上げや運営を支援する第三者（中間支援者）に関する調査・研究を進めています。
令和６年度研究会では以下のような中間支援者が確認されました。（令和6年度「柔軟な最適化」のすすめ（行政向け）より抜粋）

●地域運営組織などを支援するノウハウを持った団体（中間支援者）の存在について

氏名、団体名 二次元コード 氏名、団体名 二次元コード

髙橋 由和
（特定非営利活動法人
きらりよしじまネットワーク）

NPO法人みんなの集落研究所

若菜千穂
（NPO法人いわて地域づくり支
援センター 常務理事）

柏木登起
（NPO法人シミンシーズ
代表理事）

斎藤主税
（NPO法人都岐沙羅パート
ナーズセンター 事務局長）

作野広和
（島根大学 教育学部 教授）

一般社団法人
コミュニティサポートおおいた

一般社団法人
高松市コミュニティ連合会

※地域運営組織の立ち上げや運営を支援する「中間支援者」について、総務省では引き続き、全国的な実態の把握を進めてまいります。



過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業 R7当初予算額：400百万円
（R6予算額：400百万円）

 「集落ネットワーク圏」（小さな拠点）において、生活支援や「なりわい」の創出等の地域課題の解決に資する取組を幅広く支援
（特に専門人材やＩＣＴ等技術を活用する場合には上乗せ支援）。

（1）対象地域 過疎地域をはじめとした条件不利地域

（2）事業主体 集落ネットワーク圏を支える中心的な組織

（地域運営組織等）

（3）対象事業 集落機能の維持・活性化プランに基づく取組

（4）交付対象経費の限度額 1,500万円（定額補助）

【参考】
①専門人材活用のイメージ
特産品開発、観光振興、地域交通、地域人材育成、
移住定住促進、ICT技術等に関する専門的知識を有する
アドバイザー・事業者 等

②ＩＣＴ等技術活用のイメージ
ドローンを活用した買物支援、センサーを用いた鳥獣被害対策、
対話型アプリを活用した高齢者の見守り、
オンラインによる学習環境整備 等

デマンドバス予約アプリの開発

センサーを活用した
鳥獣被害対策

地域課題解決に資する
専門人材の活用

アプリ等を活用した
高齢者の買い物支援

スマート農業の推進役場所在地域

※範囲は、新旧小学校区、旧町村等を想定

施策の概要 集落ネットワーク圏における取組のイメージ

 下記事業については、限度額を上乗せ
①専門人材を活用する事業 2,000万円（＋500万円）
②ICT等技術を活用する事業 2,500万円（＋1,000万円）
③上記①と②を併用する事業 3,000万円（＋1,500万円）

過疎地域持続的発展支援交付金
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□集落の維持・活性化に向けた取組や取組主
体となる地域運営組織などのサポート

①デマンド交通システムなど地域交通の確保
②都市から地方への移住・交流の推進、
③特産品を生かした地域おこし、
④高齢者見守りサービスの実施、
⑤伝統文化継承、
⑥集落の自主的活動への支援 等

集落支援員の活動イメージ

集落支援員

専 任 2,645人
兼 任 3,022人
（自治会長などとの兼務）

専任の「集落支援員」の属性
 約５割が50代以下
 約５割が元会社員・元公務員・元教員
 約９割がそれまで暮らしていた自治体で活動

集落支援員を設置した地方自治体に対して特別交付税措置を講じる。
対象経費 ① 集落支援員の設置

② 集落点検の実施
③ 集落における話し合いの実施
④ 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策

に要する経費
措 置 額 集落支援員１人あたりの上限額

専 任※ 500万円
兼 任 40万円

※ 国勢調査における人口集中地区は措置の対象外

※兼任であって、集落支援員としての活動に従事する
時間が週当たり15時間30分以上の場合を含む。

20

過疎地域等の集落の維持・活性化のため、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウを有する人材が、集落の巡回・状
況把握、住民同士の話し合いの促進、これらを通じ必要とされた具体的な取組やその取組主体となる地域運営組織などのサポートを行う。

特別交付税措置 配置状況(R6年度)

必須業務

「集落点検」の結果を活用し、
住民と住民、住民と市町村との間で
集落の現状、課題、あるべき姿等に
ついての話し合いを促進

■ 集落点検の実施 ■ 集落のあり方についての話し合い促進
市町村職員と協力し、
住民とともに集落点検
を実施



都道府県過疎地域等政策支援員について

対象団体

対象経費

要件

財政措置

都道府県

①過疎地域その他の条件不利地域、人口急減地域
（過疎、山村、離島、半島、奄美、小笠原、沖縄、人口急減地域）
を有する複数の市町村への支援が対象

②市町村の施策の企画立案、指導・助言、
    関係者調整等の支援の業務に従事すること
③都道府県の過疎計画に記載があること 等

都道府県過疎地域等政策支援員の活動に要する経費（報償費、旅費、
委託費等）

・対象経費の上限額 年間590万円／人 ・措置率0.5
・財政力補正あり

 過疎地域の持続的発展に資する多様な人材を確保・育成するため、都道府県が専門人材を雇用又は委託し、過疎地域等
を支援する経費について特別交付税措置を講じる。

 産業振興（農林水産業）
・・・販路拡大、ブランド化、６次産業化、経営指導、

スマート農林水産業、担い手確保 等
 産業振興（商工業、その他）

・・・サテライトオフィス等の企業誘致、商品開発、創業支援 等
 産業振興（観光）

・・・観光戦略、DMO支援、観光・宿泊施設の経営改革、
インバウンド対策 等

 地域における情報化
・・・情報通信技術の利活用 等

 地域公共交通の確保
・・・地域公共交通網の維持・再編、新技術活用 等

 生活環境の整備
・・・水道事業経営 等

 高齢者等の保健・福祉
・・・地域包括ケアシステム、子育て支援 等

 医療の確保
・・・医療政策支援 等

 教育の振興
・・・ICT教育、農山漁村留学、外国語教育、キャリア教育 等

 集落の整備
・・・集落対策、空家対策 等

 地域文化の振興
・・・文化財保護 等

 再生可能エネルギーの利用推進
・・・再生可能エネルギーの導入支援 等

 特定地域づくり事業の推進
・・・特定地域づくり事業協同組合の設立支援・運営支援 等

【専門人材の活用イメージ】

過疎
市町村

A

都道府県

専門人材雇用

委託

過疎
市町村

B
・・・

複数市町村
への支援

業 務 の 例
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地方公務員の兼業について
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 地方公務員の兼業については、自律的なキャリア形成や自己実現のニーズ、高齢化・人口減少などの社会情勢の変化を背景と
して、兼業を希望する職員が兼業できる環境を整備することが各地方公共団体に求められています。総務省では、地方公務員の
兼業のあり方について検討を行うため、令和６年９月に有識者検討会を設置しました。同検討会における検討結果を踏まえ、本
年６月に各自治体に対して、以下に示すポイントや留意事項を示した技術的助言を発出したところです。



地域が抱える課題と関係施策の有機的な連関・活用

地域の衰退
高齢化による
生活の困難化

人口の減少

産業の衰退

市町村
地域運営組織（RMO）

地域住民
地域おこし協力隊
特定地域づくり事業協同組合
・地域内外からの人材呼込み（UIJターン）
・年間を通じた安定的な雇用・マルチワーカー派遣

労働者協同組合の活用

・住民による地域づくりを仕事に
・地域の困り事を細かく受託
・地域内外の高齢者の活躍の場にも
・事業承継の受け皿法人にも

○ 少子高齢化や過疎化が進む地方において、地域内の事業の担い手不足や、それに伴う生活インフラ機能の劣化などが進展。
○ こうした地域の活性化のためには、①人材づくり（地域内外からの人材確保）、②コミュニティづくり（くらしの仕組み）、③しご
とづくり（カネとその循環する仕組み）、が求められている。

○ 労働者協同組合は、特に①や③を直接担い、②にも貢献しうる地域活性化の担い手の選択肢の１つとして、活用できるのではないか。

①人材づくり

②コミュニティづくり ③しごとづくり

・地域内の多様な関係者が
参画する課題解決の協議

・解決に向けた取組の実践

労働者協同組合などの活用

地域内外からの人材の
定着の可能性も

インフラ・生活サポート
機能の劣化

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
え
る

担
い
手
の
一
つ
に

※RMOの一部事業を法人化することで、円滑な事業活動や事業の継続性
といったメリットも

※労協以外にも、NPOや企業組合などの活用も考えられる

※RMOのうち、特に農用地保全など
農に関する活動を行う組織（農村
RMO）の取組も推進されている。

生活を支える事業者の廃業
農林漁業離れ

地域内の事業や生活を支える人材不足

※協力隊隊員による労協設立の事例あり
※今後特地を退職した職員が労協を設立す
るといった例が出ることも考えられる

23

厚生労働省



労働者協同組合の概要

「地域荒廃山林の開墾・
キャンプ場運営で愛される土地に」

Camping Specialist労働者協同組合

（三重県四日市市）

24

「地域の困り事解決のため、
住民による地域づくりを仕事に」

労働者協同組合うんなん
（島根県雲南市）

「経験豊かな高齢者が
いきいきと働ける場づくり」

労働者協同組合上田
（長野県上田市）

「県外の人も参加できる
地域の困りごと支援」

東白川村労働者協同組合
（岐阜県東白川村）

「労働者協同組合」とは、労働者が組合員として出資し、その意見を
反映して、自ら従事することを基本原理とする組織であり、地域のみ
んなで意見を出し合って、助け合いながら、地域社会の課題を解決し
ていこうという、新しい法人制度です。
労働者協同組合は３つの基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社
会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

特設サイト「知りたい！労働者協同組合法」もご利用ください
https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/

・キャンプ場の経営
・葬祭業、成年後見支援
・メディア制作体験
・地元産鮮魚販売、給食の
お弁当づくり

・カフェ、フェスティバル
運営

・高齢者介護
・生活困窮者支援
・子育て支援
・障害福祉
・清掃、建物管理
・家事代行

労働者協同組合の活用例
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文部科学省



（委員）保護者代表・地域住民
地域学校協働活動推進員  な

ど

学校運営協議会
保護者、地域住民が参画し、学校運営や運営に必要な
支援に関する協議を行う合議制の機関

コミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置した学校）

校長が作成する学校運営の基本方針（教育課程
の編成を含む）を承認

学校運営について、教育委員会又は校長に意見

教職員の任用に関して、教育委員会に意見

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

説明

説明

承認

意見

校長等

教
育
委
員
会

意見

教職員の任用

任命

学校運営

〇委員；10～15人程度
・自治会代表、保護者
・地域学校協働活動推進員
・青年会議所、同窓会の代表
・民生委員
・その他教育委員会が必要と
認める者

コミュニティ・スクールとは

保護者・地域住民

【権限】

＜活動内容例＞
○ 学校評価の実施
○ 地域と実施する活動の内容を協議
（郷土学習、防災活動、環境整備等）
○ 働き方改革に必要な支援の調整

協力
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まちづくり×コミュニティ・スクール石川県
白山市立美川小学校

美川まちづくり協議会 美川小学校コミュニティ・スクール

みかわ未来プロジェクトの立ち上げ 地域課題の解決に向け、住民全体が一丸となって
地域の未来を考えるプロジェクトを企画

「地域の宝」を発見

ヒト
・美川まちづくり協議会
・美川小6年生と保護者
・地域住民

モノ
・空き家になった町屋
・温泉
・美川の伏流水

コト
・美川おかえり祭り
・北前船寄港地 ・船主集落
・白山手取川ジオパーク

成果

・美川小６年生が、まちづくり協議会の協力を得て、総合学習にて「空き家の活用」をテーマに活動
・最終的に空き家の具体的な活用方法について、６年生が提案し、実際に、町屋を活用したカフェを実験的に実施

連携

まちづくり協議会会長が学校運営協議会委員兼コーディネーターとして、
プロジェクトを主体的に企画・運営したからこそ、プロジェクトが成功した

ポイント
！
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国土の管理構想

⃝ 近年、人口減少・高齢化等の進行によって土地需要が低下し、
低・未利用地や空き家の増加、農地の荒廃など、管理が行き届か
なくなる土地の発生等による課題が発生

⃝ 人口減少下では、全ての土地についてこれまでと同様に労力や費
用を投下し管理することは困難

⃝ 優先的に維持したい土地を明確化、管理方法の転換等を進めるこ
とが重要

⃝ 地域住民の発意と合意形成を基礎とした地域主体の取組と多様な
主体の参加・協働による国土管理の推進が必要

⃝ 「国土の管理構想」は、人口減少下の適切な国土管理の在り方を
示したもの。分野横断的･統合的に国土全体の管理の在り方を提示

⃝ 国だけでなく、都道府県・市町村・地域における国土管理の指針
⃝ 都道府県・市町村・地域（集落等）の各レベルで、人口や土地の
管理状況等についての現状把握・将来予測を行い、目指すべき将
来像と土地の管理の在り方を示す管理構想を策定。市町村や地域
では、これを地図上に見える化（管理構想図）

⃝ 各レベルにおける策定を推奨し、特に中山間地域などを中心に、
市町村や地域における取組が進むことを期待

〇現況図及び将来予想図の作成

草刈りなど
手のかからない
方法で管理
・将来の活用に
備えた農地

○地域管理構想図の作成

長野市中条地区地域管理構想の取組事例

見守りなど必要
最小限の管理

（国土審議会計画推進部会 国土管理専門委員会での議論を踏まえ、R3.6 とりまとめ）

⃝ 市町村や地域における取組の推進に向け、事例の形成や人材育成
などにより取組の後押しを図る

今後の取組

「国土の管理構想」の概要

背景・基本的な考え方

積極的に維持
・貴重な棚田
・獣害防止のため管
理が必要な森林

28

お問合せ先：国土交通省国土政策局総合計画課 国土管理企画室
TEL：03-5253-8359
Mail：hqt-kanrikoso@gxb.mlit.go.jp
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・地域運営組織に関する総務省のホームページはこちら

・地域運営組織に関する基本的な紹介動画をご覧になりたい方はこちら

・地域振興室のインスタグラムはこちら ・ー

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/chiiki_unneisosiki.html

https://youtu.be/F4Jpiba5eTA

https://www.instagram.com/mic_chishin/

“地域運営組織とは”といった内容となっ
ておりますので、地域運営組織に関する
研修会や自治体での職員の事務引継
ぎなど、様々ご活用ください！

Follow me !!

I N F O R M AT IO N～各種情報について～

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/chiiki_unneisosiki.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/chiiki_unneisosiki.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/chiiki_unneisosiki.html
https://youtu.be/F4Jpiba5eTA
https://www.instagram.com/mic_chishin/


総務省
自治行政局
市町村課

令和７年１２月

３.「指定地域共同活動団体」制度について

● 地域の多様な主体の連携及び協働の推進

● 第３３次地方制度調査会 答申（抄）

● 『指定地域共同活動団体』制度の創設

● 『指定地域共同活動団体』制度の概要

● 『指定地域共同活動団体』に対する市町村支援への地方交付税措置

《補足資料》

地方制度調査会における参考事例

「指定地域共同活動団体」制度の導入事例

〈参考資料〉

総務省ＨＰ-地域コミュニティ

自治会･町内会等における最近の動きについて



地域の多様な主体による連携及び協働の推進について

❖ 住民に必要なサービスを確保していくため、行政のほか、コミュニティ組織、ＮＰＯ、企業等の地域社会の多様な担い手の連携が
重要に。 → ① 連携･協働のプラットフォーム構築、 ② 地縁法人制度の再構築、共助の担い手の基盤強化

H30） 自治体戦略2040構想研究会

Ｒ２） 第３２次地方制度調査会 答申

公

私 共
新たな「共」

（地域を基盤とした
新たな法人 等）

新たな「公」
（プラットフォーム・ビルダー）スマート自治体化

※サービス・プロバイダー

プラットフォーム・ビルダーと
して必要な支援/環境整備

新たな「私」
（シェアリング

 エコノミー等）

 防災や地域福祉分野等における地域コミュニティの様々な主体間の連携を促進するためには、市区町村による多様な主体に係る情報
把握と「見える化」を前提に、明確な目的を持った活動を中心として、連携のコーディネーターを活用し、資金面･非資金面の支援を行うこ
とが期待される。

R ４） 地域コミュニティに関する研究会 報告書

 人口減少等により経営資源が制約される中で住民の暮らしを支えていくため、市町村と地域の多様な主体の連携･協働が重要。

 地域の多様な主体と連携･協働して地域課題の解決に取り組む主体の位置付けについて、法律上、市町村の判断で明確化すること
を可能にすべき。

〖公共私の連携〗

〖地域コミュニティの様々な主体間の連携〗

〖公共私によるくらしの維持〗

〖公共私の連携 -地域における共助の仕組みを支える主体間の連携〗

2040年頃を見据えた課題
→ 公共私の機能の低下

☆ 自治体は、新たな公共私の協力関係を構築する「プラット
フォーム･ビルダー」への転換が求められる

Ｒ５） 第３３次地方制度調査会 答申

◎ 市町村は、地域の多様な主体と協力して住民の福祉の増進を図る。

◎ 地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村長が指定できることとする。

円滑な導入･運用に向けて、
先行事例等の把握を通じた
調査研究や周知･啓発等を実施

Ｒ６） 地方自治法の一部改正 〖地域の多様な主体の連携及び協働の推進〗➪『指定地域共同活動団体』制度の創設
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第３３次地方制度調査会「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」（抄）

第３ 地方公共団体相互間の連携・協力及び公共私の連携

２ 公共私の連携 （１）地域における共助の仕組みを支える主体間の連携

地域社会においては、今後、様々な課題や資源制約が顕在化することが想定される。また、人口減少

による市場の縮小は、民間事業者の撤退やサービスの縮小にもつながり、地域社会を取り巻く環境は、

今後ますます厳しい状況となっていく。こうした環境変化によって生じる、人手不足や複雑化する課題

に対応するためには、これまで主に行政が担ってきた様々な機能について、コミュニティ組織、ＮＰＯ、

企業といった地域社会の多様な主体が連携･協働し、サービスの提供や課題解決の担い手として、より

一層、主体的に関わっていく環境を整備することが必要である。

こうした観点から、例えば、安心安全な地域づくり、子どもの居場所づくりや高齢者福祉など様々な

活動を行う団体が参加して、住民同士の助け合い、支え合いを通じて地域運営を持続可能なものとす

る連携･協働の多様な枠組みづくりを進めている事例が見られる。地域の多様な主体による連携･協働

の枠組みは、地域の実情に応じ、自主的かつ多様な取組を基本として展開が図られるものである。地

域の課題を共有し、解決していくため、多様な主体が参画し、連携･協働を図りつつ、それぞれの強み

を活かした活動を行っていく枠組み（プラットフォーム）を市町村が構築し、その活動を下支えすること

により、人々が快適で安心な暮らしを営むことができる地域社会を形成する取組は、今後、重要性を

増していくと考えられる。（中略）

実際、市町村においては、一定の要件を満たした団体を条例に位置付け、意見具申等を通じて団体の

意見を市町村の政策決定に反映させることや、市町村から団体に対して必要な支援を行うことなどを

明確化する取り組みが見られる。

このような実情を踏まえ、市町村が構築した連携･協働のプラットフォームにおいて、多様な主体が活

躍できるようにするため、様々な関係者と連携･協働して地域課題の解決に取り組む主体については、

法律上も、市町村の判断で、その位置付けを明確にすることができるようにする選択肢を用意して、

活動環境を整備していくことが考えられる。この場合に、民主的で透明性のある運営や構成員の開放

性を担保する必要があり、そうした前提を満たした上で、このような主体に求められる具体的な要件及

び役割の設定や、市町村による支援の具体的な方法については、市町村の自主性･主体性が尊重され、

地域の実情に応じた取組ができるようにする必要がある。

（令和５年１２月２１日）

〖地制調における
参考事例〗を参照

〖地制調における
参考事例〗を参照

『指定地域共同
活動団体』制度
の創設（R6地方
自治法一部改正）

市町村が条例で
具体化（制度導入の

要否は市町村の判断）
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 人口減少等により経営資源が制約される中で、住民が快適で安心な暮らしを営むことができるサービスの提供や地域

課題の解決のため、今後、地域の実情に応じて、地域社会の多様な主体が参画し連携･協働する枠組み(プラットフォーム)

を、市町村が構築し、その活動を下支えする取組が重要。 〔第33次地方制度調査会答申(令和５年12月)〕

➩ 令和６年の地方自治法一部改正(法第260条の49)により、「指定地域共同活動団体」制度を創設。

【指定の要件】
・ 地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な

確保に資する活動（特定地域共同活動）を行う

・ 地域の多様な主体との連携等により効率的・効果的に活動を行う

・ 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営の確保 等

指定地域共同活動団体地域的な共同活動を行う主体

〇 地域的な共同活動のイメージ
・ 地域の美化・清掃
・ 高齢者の健康づくり・生活支援、
子どもの居場所づくり、多世代交流活動

・ 高齢者・子どもの見守り 等

【イメージ】
・ 自治会･町内会等の地域の活動団体
が、地域の多様な主体と連携･協働し
ながら、地域的な共同活動を実施

【指定対象】
・ 区域の住民 又は 区域の住民を主たる構成員とする団体 を主たる
構成員とする団体

・ 活動資金の助成、情報提供など、市町村の
支援を受けることができる

・ 他団体との連携により効率的・効果的に活
動を行うため、市町村に調整を求めること
ができる

・ 市町村から行政財産の貸付け、関連事務の
随意契約による委託を受けることができる

１．主体の指定

２．指定の効果 【行政財産の貸付けのイメージ】

〇 市保健センター内の一室を活用し、
交流喫茶等を開催

➢ 市保健センターに相談に訪れた

   高齢者等が、その足で交流喫茶
に参加することが可能。

➢ 市の健康診断等に合わせて、

   運動・食事の改善等について
   学ぶ健康セミナーを開催。

右
記
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
、

市
町
村
長
が
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

【随意契約による委託のイメージ】

○ 公園の維持管理と、地域の美化活動を
一体的に実施

➢ 公園周辺の地域美化活動団体

   への委託で、地域資源を活用
するなど地区の一体性がある

   環境美化活動が可能。

【施行期日】令和６年９月２６日

『指定地域共同活動団体』制度の創設 Ｒ６改正

以下の内容を市町村が条例で具体化
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「指定地域共同活動団体」制度の運用等に係る考え方について ①
※「『指定地域共同活動団体』制度の運用等に係る考え方について」（令和６年９月26日付け総務省自治行政局市町村課長通知）等より
※ 〔〕内は、地方自治法第260条の49の条項を示す
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１）地域的な共同活動を行う団体であること

当該団体の本来の目的が、その地域で暮らす人々が自ら助け合い、地域的な諸課題の解決のために共同して行う活動にあり、現

にそのような活動を行っている団体であること ➪ 指定の対象は、「地域的な共同活動を行う団体」に限られる

例）営利企業 （㊟ 本来の目的が地域的な共同活動を行うことではないため）

２）地縁による団体〔法第260条の2第1項〕 その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者(住民)を
主たる構成員とするものに限る。) 又は 当該団体を主たる構成員とする団体 であること

本制度は、地域において住民が快適で安心な日常生活を営むために特に必要となる生活サービスの提供に資する活動( ≒ 特定

地域共同活動)を行う、住民を主たる構成員とする団体の活動に着眼したもの

１．指定の対象 ◆ 指定地域共同活動団体として指定することができる対象は、次の２点のいずれにも該当する団体〔第２項本文〕

想定される構成員の区分
主たる/従たる構成員の整理による指定対象の要否

パターンＡ ＝ ○ パターンＢ ＝ ○ パターンＣ ＝ ×

① 住民
市町村内の一定の区域に住所を有する者

主 従 従

② 地縁による団体
①を主たる構成員とする団体

従 主 従

③ ①②以外の主体
住民以外の個人(通勤･通学者等)
①を主たる構成員としない団体(住民主体ではない

市民活動団体、非営利団体、企業、商店街連合会 等）

従 従 主



「指定地域共同活動団体」制度の運用等に係る考え方について ②
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１）良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において 住民が 日常生活を営むため
に必要な環境の持続的な確保に資するものとして 条例で定めるもの（特定地域共同活動） を、地域の多様な主体
との連携 その他の方法により 効率的･効果的に行うと認められること〔第１号〕

 地域的な共同活動のうち、人口減少･少子高齢化による様々な資源制約や、住民ニーズ･地域課題の多様化･複雑化の中で、地域で住民が

快適で安心な日常生活を営むために特に必要となる生活サービスの提供に資する活動(≒特定地域共同活動)を行う団体が、指定対象

特に必要となる生活サービスの内容は、地域の実情により異なるため、具体的な特定地域共同活動の内容は、各市町村の条例で定める

他団体との連携による相互補完やスケールメリットにより、地域全体として効率的･効果的に生活サービスの提供を行う必要

２）民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること〔第２号〕

 指定の効果として、支援や調整、特例の適用などの特別の立場が与えられることから、適正な運営が確保されていることが必要

① 民主的な運営
→ 構成員全員の意思に基づいて団体運営に係る意思決定がなされている (例)代表者及び役員の構成員の意思に基づく選出

② 透明性の高い運営
→ 活動状況や財務状況などが対外的に公開されている (例)活動報告や会計書類の公表

③ その他適正な運営
→ ①②以外の事項により運営の適正性が図られている (例)構成員資格の得喪に係る適正な運用など

３）一定の事項を内容とする定款･規約等を定めていること〔第３号〕

組織としての基本的な体制を備えるため、一定の事項を定める必要

① 目的、 ② 名称、 ③ 主としてその活動を行う区域、 ④ 主たる事務所の所在地、
⑤ 構成員の資格に関する事項、 ⑥ 代表者に関する事項、 ⑦ 会議に関する事項、 ⑧ 会計に関する事項

４）上記のほか、条例で定める要件を備えること〔第４号〕

 1)で規定する活動内容、2)･3)で規定する運営の適正性とは異なる考慮事項を反映させるため、条例で独自に要件を設けることが可能

２．指定の要件 ◆ 地域の実情に応じて市町村の条例で定めることを基本としつつ、次の全ての要件を具備する必要〔第２項各号〕



「指定地域共同活動団体」制度の運用等に係る考え方について ③

3．支援・調整

〈市町村〉

◆ 市町村と指定地域共同活動団体が協力して、効率的･効果的に活動を行えるよう、市町村が支援や調整を行う

特定地域共同活動に関し必要な支援を行う

（想定例）地域の実情に応じた創意工夫による取組
として、特定地域共同活動に係る活動資金の助成、
情報提供、研修や他団体との交流の機会の提供等

２）調整の求め〔第５項〕

指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動と、
他の地域的な共同活動を行う団体が行う関連性が
高い活動との間の調整を行うように、市町村長に
求めることができる

〈市町村長〉

（想定例）両者の協議の場の設定や、連携の対象となる団体の紹介等

制度の趣旨を踏まえて必要な場合に、調整措置を講じる
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子ども食堂の食材等を融通し合うため、ボランティア

団体等との協議･連絡調整の場を市町村が設定
地域の子ども食堂マップを作成するため、市町村が、

関連するボランティア団体等を紹介

調整の求めに係る連携の相手

方は、地域的な共同活動を行う
主体が幅広く対象となり得る

指定地域
共同活動団体

特定地域
共同活動

特定地域
共同活動

１）支援〔第３項〕

［調整の目的］他の団体が行う活動と
の連携や、互いに連絡を取り、協力
し合うことなど、相乗的に地域的な
共同活動を行うこと



「指定地域共同活動団体」制度の運用等に係る考え方について ④

◆ 市町村と指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動との
相乗効果により、効率的･効果的に住民の福祉の増進を図る環境
の整備に資する場合には、随意契約による事務委託及び行政財産
の貸付けを可能とする特例を設けている
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４．随意契約及び行政財産の貸付けに関する特例

〈市町村〉

１）随意契約による委託の特例〔第６項〕

指定地域
共同活動団体

特定地域
共同活動

事
務

市町村からの委託事業との相乗効果により、
指定地域共同活動団体が特定地域共同活動と
して行うサービスも充実し、結果として住民の
福祉の増進が効率的･効果的に図られる場合、
特例として随意契約によることができる

（活用例）
高齢者の健康づくり活動を行う団

体に対して、市町村が高齢者訪問
(見守り)事業を委託して、一体的に
高齢者支援活動を実施

２）行政財産の貸付けの特例〔第７項〕

行
政
財
産

特定地域
共同活動行政財産を借り受けて、

市町村事業と連携して実施

関連する市町村の事務が行われる場所と近接
する場所で、指定地域共同活動団体が提供す
るサービスの相手方の利便性がより高まる形
で効率的･効果的に特定地域共同活動を行う
ことができる場合、特例として行政財産を貸し
付けることができる

事
務

一体的な実施による
シナジー効果

行
政
財
産

一体的な実施による
シナジー効果

注）透明性及び公平性の確保の観点から、
契約手続等を市町村の規則で定める
必要



指定地域共同活動団体への随意契約の想定例

〇 地域の美化清掃活動を行う指定地域共同活動団体に対して、
市町村が地域内にある公園の維持管理業務を委託して、一体的に地域の環境整備を図る。

〇 高齢者の健康づくり活動を行う指定地域共同活動団体に対して、
市町村が高齢者訪問（見守り）事業を委託して、高齢者支援として一体的に活動を行う。

〇 地域の多文化共生活動を行う指定地域共同活動団体に対して、
市町村が外国人住民向けの日本語講座事業を委託して、一体的に活動を行う。

※画像出典：Microsoft Copilot に
よる生成画像（2025年１０月作成）

＋

＋

＋
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「指定地域共同活動団体」制度の運用等に係る考え方について ⑤

５．適正な運営を確保するための仕組み

① 法令上、条例に規定することが委任されている事項

ア．指定に必要な要件に係る事項

特定地域共同活動の内容〔第２項第１号関連〕

 民主的で透明性の高い適正な運営を確保するための具体的な要件〔第２項第２号関連〕

 その他条例で指定要件を定める場合の具体の内容〔第２項第４号関連〕

イ．適正な運営を確保する仕組みに係る事項

市町村長による指定の取消しを行うことができる事由として、その他条例で定める事項〔第12項関連〕

② その他、指定の申請等の手続や支援･調整の内容等、制度の円滑な運用に当たって必要と考えられる事項

③ 一定の場合に認められる随意契約の特例の適用に当たり、契約手続の透明性及び公正性の確保を図る観点から、契約
締結の手続として、規則(ex.契約規則･財務規則･会計規則等)で定めることが想定される事項

６．条例等の整備 ◆ 本制度の導入･運用に当たり、市町村が、地域の実情に応じて、条例等で定めることが想定される主な事項

◆ 団体の自主性･自立性を尊重しつつ、市町村からの関与は、必要最小限の事項に限定

〈市町村長〉 ２）報告徴収〔第10項〕

３）措置命令〔第11項〕

４）指定の取消し〔第12項〕

指定地域共同活動団体

適正な運営確保のための必要な一定の
場合に、期限を定めて、改善措置命令が
できる

指定が取り消される

（①指定要件を欠き改善が期待できない、②措置命令違反、
③不正な手段による指定の申請、④その他条例の定め）

✓ 適正な運営を確保するための改善措置を講じる
（①指定要件の不備、②法令等違反、③不適正な運営

の改善）

適格性を欠くと認められる一定の場合
に、指定を取り消すことができる

✓ 求めに応じて、必要な情報を報告する
（cf.特定地域共同活動の状況、指定要件の具備の確認、

支援や調整･特例(随契･行政財産の貸付)の適用の確認
に必要な情報の取得、組織･運営等に関する事項等）

特定地域共同活動の適正な実施を確保
するため、報告を求めることができる

１）指定地域共同
活動団体の活動
状況及び支援の
状況の公表
〔第４項〕

活動の状況や団体

への公金支出を含む
市町村による支援の
状況について、指定
を行った市町村長が
住民への説明責任を
果たす
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『指定地域共同活動団体』に対する市町村支援への地方交付税措置

 市町村においては、地域の実情に応じて、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための枠組み(プラット

フォーム)の構築や、指定地域共同活動団体制度の活用・特定地域共同活動に対する支援等を通じて、生活サービスを

提供しやすい環境整備を進めていくことが期待される。

  このため、指定地域共同活動団体に対する設立･運営支援等に要する経費について、地域運営組織と同様の地方

交付税措置を講じる。〔令和７年度からの拡充〕

❖ 地域運営組織以外の主体が指定地域共同活動団体に指定された場合における市町村支援に要する経費

として、以下の①･②について、既存の地域運営組織の設立･運営に関する特別交付税措置と同様の措置

(算定対象に追加）を講じる。

① 地域の活動主体が指定地域共同活動団体となるために必要な組織形成への支援に要する経費

② 指定地域共同活動団体の活動への支援等に要する経費

拡充の考え方

【参考】 既存の地域運営組織の設立･運営に関する地方財政措置〔市町村〕

※ 特別交付税措置（措置率0.5・財政力補正あり）

① 地域運営組織の形成支援 （ワークショップ開催等） → 特別交付税措置（※）

② 地域運営組織の運営や事業活動 (住民共助による

見守り･交流の場や居場所づくり等)の支援
→ 普通交付税算定額を上回る経費について
特別交付税措置（※）

② 市町村において、指定の要件等を定めた条例が施行されて、
「指定地域共同活動団体」制度を導入していることが前提

① これから「指定地域共同活動団体」に
なる主体への市町村による形成支援

支援対象が「指定
地域共同活動団
体」である場合に
は、その主体が、地
域運営組織、地域
運営組織以外のい
ずれの場合でも、
同水準の地方交付
税措置を講じる。
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地域運営組織に対する条例における位置付けについて ①

趣 旨：基礎的コミュニティ、地域づくり組織及び市
がそれぞれの活動を尊重し、協働及び連携に
よって住民主体のまちづくりを推進

主 体：地域住民、地域で事業を行う個人･法人、
通学･通勤者及びその地域で活動する各種団
体で地域づくり組織が認めた者

基 準：・民主的な運営に関する事項を規約に規定
・代表者及び役員が構成員の意思に基づき選
出されていること 等

活動内容：まちづくりの推進のための事業
（例）防犯パトロール、自主防災隊、子育て広

場、観光客おもてなし事業、コミュニティ
バス運行、家事代行や日曜大工支援等のラ
イフサポート事業 等

市の支援：助成金の交付、地域ビジョン（※）の尊重等
（※）地域づくり組織が作成する、地域ごとの地理的な特性や地域資源等を活かし、地
域課題の解決に向けた理念、基本方針、地域の将来像をとりまとめたもの。

団 体 数 ：15団体（各区域に１つ）
そ の 他 ：・活動報告書や収支決算書等の提出を義務化

・上記書類の備え付け、公開（努力義務）
・地域の将来像等をとりまとめた計画策定
（努力義務）

三重県名張市（地域づくり組織）
趣 旨：市民と市、市民同士が協働してまちづくりに

取り組むことにより、社会的な課題の解決を
図り、もって地域の個性を生かした質の高い
心豊かな社会の創造を目指す

主 体：地域住民、地域で事業を行う個人･法人、
自治会

基 準：・民主的な運営に関する事項を規約に規定
・代表者及び役員が、構成員の意思に基づき
選出されていること

・地縁団体、分野型市民活動団体、事業者、
個人等、多様な主体で構成されていること

活動内容：協働のまちづくりを推進する活動
（例）子どもの学習支援、子ども食堂、防災

活動、通学路の見守り、環境保全活動等
市の支援：助成金の交付、事業計画の内容が実現される

よう配慮、地域事務局の設置及び人件費補助
等

団 体 数 ：28団体（各地区に１つ）
そ の 他 ： ・事業計画、収支決算書等の公開を義務化

・まちづくり計画書の策定（努力義務）
・計画をもとに、市と協働して行う事項を
定めた協定を締結し、両者は内容を誠実
に履行

兵庫県明石市（校区まちづくり組織）

第33次地方制度調査会
第17回専門小委員会

(令和5年8月9日) 資料

〖地制調における参考事例〗
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地域運営組織に対する条例における位置付けについて ②

趣 旨：地域で公益を増進するために活動するコミュ
ニティの認定その他コミュニティによる地域
における公益を増進するための活動を促進

主 体：区域内の全ての自治会、地区福祉を推進する
団体、文化芸術等の振興団体、青少年などの
健全育成団体

基 準：・民主的な運営
・重要事項の決定に関与する者の一部が公募
により選出されていること 等

活動内容：地域において公益を増進するための活動
（例）乳幼児･保護者支援、子育て世代の居場

所づくり、中学生の学習支援、健康づくり
市の支援：助成金の交付や助言、情報の提供等
団 体 数 ：12団体（各区域に１つ）
そ の 他 ：・活動報告書や収支決算書等の提出を義務化

・市との会議を毎月開催（情報交換や業務の
依頼等）

・組織に参画する団体間においても、情報共
有や役割分担の調整等が図られている。

神奈川県茅ヶ崎市（まちぢから協議会）

趣 旨：地域住民が主体となって地域コミュニティを
活性化することができるよう配慮

主 体：地域住民、地域で事業を行う個人・法人
基 準：・民主的な運営に関する事項を規約に規定

・地域住民が対等な立場で話し合う場を設定
し、地域の将来像を共有することにより形
成した組織であること 等

活動内容：全ての地域住民を対象とし、地域コミュニ
ティ活動の総合的な調整その他地域課題の解
決に向けた取組

（例）防災訓練、シニア向けスマホ教室、親子
プール教室、その他イベント開催

市の支援：助成金の交付、市とのパートナーシップ会議
の開催による重要な地域課題の解決に向けた
協議等

団 体 数 ：９団体（各地区に１つ）
そ の 他 ：・活動報告書の提出・公開を義務化

・地域の将来像等をとりまとめた計画策定
（努力義務）

・自治組織ごとの定例的会議に市の担当職員
が出席（情報交換や業務の依頼等）、
会議では役割分担なども議論･調整

大阪府豊中市（地域自治組織）

第33次地方制度調査会
第17回専門小委員会

(令和5年8月9日) 資料

〖地制調における参考事例〗
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自治体 認定等の資格・要件 構成員 計画策定・事業計画等 地域
代表制

名張市

【運営方法】
・民主的な運営に関する事項を規約に規定
・代表者及び役員が構成員の意思に基づき選出
・基礎的コミュニティの代表者が、組織運営に
参画

【その他】
・法律上の責任の所在の明確化や継続した活動
基盤の確立のため、組織を法人化(努力義務)

・地域に居住する者
・地域で事業を行う個人
又は法人、通学者、
通勤者及び地域で活動
する各種団体で、当該
組織が認めた者

【計画策定】
・地域の将来像等をとりまとめた計画策定（努力義務）
⇒市は当該計画を尊重し、施策等へ反映（努力義務）

【実績報告】
・活動報告書や収支決算書等の提出を義務化
・上記書類の事務所への備え付け、情報公開（努力義
務）

規定有

明石市

【運営方法】
・民主的な運営に関する事項を規約に規定
・代表者及び役員が構成員の意思に基づき選出
・地縁団体のほか多様な主体が運営及び活動に
参画（市民の運営･活動への参画を拒むもので
ないこと）

上記同旨

地縁団体、分野型市民活
動団体、事業者、個人等
の多様な主体

【計画策定】
・まちづくり計画書を策定（努力義務）
・策定に当たっては、民主的な手続を経るよう努める他、
区域の住民の意見を聴取（努力義務）
・計画をもとに市と協働して行う事項を定めた協定を
締結し、両者は内容を誠実に履行
・事業計画、収支決算書等の公開義務

規定有

豊中市

【運営方法】
・民主的な運営に関する事項を規約に規定
・地域住民（事業を営む個人･法人等を含む）
が対等な立場で話し合う場の設定

・全ての地域住民を対象とし、地域コミュニ
ティの活動の総合的な調整や地域課題の解決
に向けた取組を実施

上記同旨

地域に居住する全ての者
 （事業を営む個人又は
法人等を含む）

【計画策定】
・地域の将来像等をとりまとめた計画策定（努力義務）
・市とパートナーシップ会議を開催し、地域課題の解決
に向け協議
【実績報告】
・活動報告書を市長に提出（提出書類等は一般の閲覧に
供される）

規定有

茅ヶ崎市

【運営方法】
・民主的な運営（規約での規定までは求めず）
・重要事項の決定に関与する者の一部を公募で
選出

・区域に居住する全ての個人が事業に参加可能

・区域内の全ての自治会
・各種団体（地域福祉、
文化、芸術、スポーツ、
児童･青少年）

【計画策定】
・前年度の活動報告書及び収支決算書、当該年度の活動
計画及び収支予算書を市長に提出

規定有

地域運営組織に対する条例における位置付けについて ③

〇 条例等により特定の地域運営組織を指定･認定する仕組みを設けている自治体では、組織の運営方法等に
ついて、民主性や透明性を確保するための規定が設けられている。

※各自治体の条例をもとに事務局作成

第33次地方制度調査会
第17回専門小委員会

(令和5年8月9日) 資料

〖地制調における参考事例〗
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地域の居場所づくりを通じた主体間連携の事例

＜事業概要＞
自治会を含む各種団体が連携した校区まちづくり組織が、福祉、安全･安心、環境、交流等、部会制の導入や地域

事務局設置などを進め、地域の多岐にわたる課題解決に取り組んでいる。
具体的な事業として、子どもの学習支援、高齢者居場所サロン、子ども食堂、防災活動、通学路の見守り、環境

保全活動等、校区の実情に合わせた活動を展開している。
重点事業として、校区まちづくり組織がまちづくり計画書策定を通じて、民主性、開放性、透明性、計画性を備

えた明石市協働のまちづくり推進条例に定める「協働のまちづくり推進組織」にステップアップする取組を進めて
いる。
まちづくり計画書を策定した校区においては、校区まちづくり組織の中に、自治会間の情報交換や自治会活動に

関する課題解決等を話し合う「連絡会」を設け、校区事業等に関して決定を担う校区まちづくり組織との役割分担
を進めている。
＜連携団体＞
自治会、高年クラブ、子ども会、PTA、民生委員･児童委員、ボランティア

等が連携した、校区まちづくり組織（※自治会と校区まちづくり組織との連携
ではなく、自治会も校区まちづくり組織の主要な構成団体である）
＜市区町村の政策や関与＞
・明石市協働のまちづくり推進条例の制定
・活動場所（小学校区コミュニティ･センター）の提供
・コミセン所長（市の再任用職員）の配置、校区担当職員制、地域事務局設置
校区に対して地域事務局員人件費･コミセン管理人件費の財政的補助、中間
支援組織として（一財）明石コミュニティ創造協会による運営･活動支援

明石市

〇 明石市の自治会を含む各種団体が連携した校区まちづくり組織では、子ども食堂等の地域の居場所づく
りをはじめとした事業活動を通じ、様々な主体間の連携が図られている。

〇 市は、校区まちづくり組織に対し、活動場所の提供や、活動費や事務費などの財政的援助を実施。

第33次地方制度調査会
第14回専門小委員会

(令和5年5月24日) 資料

〖地制調における参考事例〗
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・ 地域運営委員会は、小学校区から中学校区の広さの地域ごとに、
地域で活動する様々な団体が参加して、住民同士の「助けあい、
支えあい」による地域運営が持続可能となる体制づくりを進めるた
めの組織。

• 千葉市美浜区の「第36地区地域運営委員会」は、千葉市美浜
区幸町1丁目を中心とした戸建て、高層マンション約4000世帯
の地域を活動区域とした地域運営委員会。平成27年に「ふれあ
い交流館」をオープン。高齢者や一般住民が利用できるふれあい
サロンや小中学生が勉強したり遊んだりするCOCO（子どものコ
ミュニティ）を常設。

・ 市では、窓口として地域運営委員会の担当職員を各区に配置
するほか、地域運営委員会の活動に係る経費を補助。

第36地区地域運営委員会（千葉市美浜区）

地域コミュニティを支える市町村の取組について

出典：各団体ホームページ等をもとに作成

大阪府豊中市
• 平成24年、中核市への移行に合わせて、地域と市が協働で地域課題

の解決に総合的に取り組むため、概ね小学校区を単位とした地域自治
の仕組みづくりに着手。

• 地域における自治組織について、自主的に形成され自由に活動すること
ができるものである一方、「地域自治推進条例」において、市の支援等
を受けるためには、開かれた透明性の高い組織であること等について市
長の認定を受けることができることを規定。

• 認定を受けた地域自治組織は、地域コミュニティ活性化や地域の課題
解決に必要な事業の実施に要する経費等について、「地域自治組織
活動交付金」の交付を受けることが可能。

• その他、パートナーシップ会議を開催し、地域の将来像をとりまとめた計
画に掲載された事項その他重要な地域課題について、市と情報を共有
し、課題の解決に向けて対等な立場から協議することが可能。

第33次地方制度調査会
第18回専門小委員会

(令和5年9月11日) 資料

〖地制調における参考事例〗
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「指定地域共同活動団体」の設立状況

（出典：
広島市作成資料）

「指定地域共同活動団体」制度の導入事例

 指定地域共同活動団体に指定された団体数；１９団体（広島市）［R7.10/31現在］
（エルモ翠町学区、大林学区地域運営委員会、エルモふくろまち、八木学区地域運営委員会、やすきたLMO、LMOみいり、まるっと安芸中野、さつきそらのLMO、美鈴が丘エルモ、

幟町地区まちづくり委員会、井口台エルモ、江波地区地域運営委員会、もとまちエルモ、早稲田学区社会福祉協議会、戸坂しろやまLMO運営委員会、尾長地区まちづくり活性化

支援委員会、大洲学区地域運営委員会、藤の木エルモ、みのちエルモ）
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１．地域コミュニティについて

地域コミュニティに関する調査研究等

自治会等における地域活動のデジタル化実証事業成果報告書（令和6年3月）

自治会等における地域活動のデジタル化ハンドブック（令和7年3月）

地域活動事例

地方財政措置

２．認可地縁団体制度について

認可地縁団体制度とは

認可状況調査

認可地縁団体制度に関する地方公共団体への通知･事務連絡等

３．指定地域共同活動団体制度について

指定地域共同活動団体制度とは

（概要、関連条文、第33次地方制度調査会答申(抄)、地方財政措置）

指定地域共同活動団体制度に関する地方公共団体への通知･事務連絡等

総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方自治制度 > 地域コミュニティ

《参考》 総務省ＨＰ
（※ 令和７年１１月末時点の主な掲載情報）
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地域コミュニティに関する研究会報告書（R4.4）の概要

【現状】
○市区町村のうち、防災、地域福祉分野で自治会等以外
の団体・専門家との連携支援を行っている団体は少数。
○高齢者・子ども等を対象とした地域の居場所のリス
ト・マップを作成していない団体が多数。
○消防庁、厚生労働省など関係省庁において、防災、地
域福祉分野など個別分野での連携を進める施策を展開。

【地域活動のデジタル化を進める視点】
○行政を含めた社会全体のデジタル化が進む中で、情報共有を効率化し、新たなサービス・価値を地
域住民が受けられるようにするため、コロナ禍のピンチをチャンスと捉え、現役世代や若者の積極
的な参加を促しつつ、市区町村が自治会等の地域活動のデジタル化のために積極的に取り組むこと
が有効。

 自治会等の自主的判断、デジタルとリアルのバランスも重要。災害時用アプリは、平時も活用できるものにすべき。
 ニーズと費用のバランス、ニーズの変化に低負担で対応できるか等を考慮し、汎用又は自治会等用のソフトを選択。
 自治会等で単独導入する方法もあるが、自治会等の連合会等と協力し広域で推進すれば、一斉配信等の実施が容易。

【現状】
○自治会等のデジタル化について、市区町村は「災害時に
おける安否確認」等において有効で、「住民の多くが操
作等に不慣れなこと」等を課題と認識。
○電子回覧板やオンライン会議のほか、SNSやホームペー
ジの活用、デジタル講習会の実施等の事例あり。

１ 地域活動のデジタル化

(※)回覧板・掲示板による連絡事項の伝達、行政委嘱委員の推薦、防災訓練の実施、防犯灯・ごみステーションの設置管理など、公共的サービ
スの提供・協働や行政との連絡調整業務を指す。

【自治会等の活動の持続可能性を向上させる視点】
○自治会等の役員・運営の担い手不足、加入率の低下等により、活動範囲の縮小・停滞に陥るリスクが
高まっており、活動の持続可能性を向上させるため、自治会等の自己改革のみならず、市区町村とし
て、加入促進の取組や、自治会等の負担軽減のための行政協力業務(※)の部局横断的な見直しが必要。

【現状】
○600市区町村の平均加入率78.0%(H22)→71.7％(R2)
○市区町村は、自治会等の加入促進のため、チラシ配布
や不動産業界との協定、条例策定等で支援。
○自治会等の負担軽減のため、市区町村窓口の一元化、
委員の推薦依頼の見直し等を実施。

２ 自治会等の活動の持続可能性の向上

 具体的な加入促進の取組がどの程度行われているか、ニーズにどの程度即したものであるかが重要。
 市区町村が、行政協力業務に関する組織横断的な棚卸しを、市区町村全体の業務見直しと一体的に推進する必要。
 地域担当職員制度の導入や外部人材等の活用は、自治会等の負担軽減のみならず、市区町村の施策展開にも有用。

３ 地域コミュニティの様々な主体間の連携
【様々な主体間の連携を強化する際の視点】
○防災や地域福祉分野等における地域コミュニティの様々な主体間の連携を促進するためには、市区
町村による多様な主体に係る情報把握と「見える化」を前提に、明確な目的を持った活動を中心と
して、連携のコーディネーターを活用し、資金面・非資金面の支援を行うことが期待される。
 市区町村等が人材・財源面で連携をサポートし、職員以外にも、防災等の連携のコーディネーターを養成、活用。
 こども食堂など、目的が明確なプロジェクトベースでの連携を促進すれば、より実質的に地域活動の活性化が可能。
 財源面等の支援のみならず、推進計画等の非資金的援助により、地域の事業者等のサポート団体の増加を期待。

ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

市区町村ニーズにあった自治会活動

こども食堂等の地域の居場所

電子回覧板 オンライン会議
デジタルとリアルのバランス、
ニーズと費用

○下記の３つの視点に分けて検討し、全国の市区町村の地域コミュニティの
取組や施策の状況を共有するとともに、各市区町村及び地域の独自の取組を
支援することが狙い。

○この３つの視点については、互いに独立したものではなく、各視点に係る
取組を進めることが他の視点に係る取組を進めやすくなるという関係にある。

 （例：デジタル化による現役世代の参加が、持続可能性の向上に寄与）

自治会等の加入率の低下、担い手不足により活動の持続可能性が
低下する一方、防災、高齢者・子どもの見守り、居場所づくりな
ど新たなニーズへの対応が必要。コロナ禍のピンチをチャンスに
して、デジタル化を期待。

研究会報告書における「３つの視点」

研究会報告書の “ 狙い ”地域コミュニティに関する現状・課題

防災

棚卸しや
部局横断的な
見直し！

様々な主体
（NPO等）
との連携！

連携のコーディネーター

災害時の安否確認

１

２ ３

＜３つの視点の関係＞
デジタル化

持続可能性 主体間連携
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［令和６年度］

自治会等における地域活動のデジタル化ハンドブック

［令和５年度］

 地域活動のデジタル化が進んでいない地域において、情
報共有手段の効率化を図り、現役世代や若者の積極的な参
加を促す観点から、電子回覧板等の機能を有する地域交流
アプリ（スマホアプリ）を自治会等で活用する実証事業を実施。

自治会等における地域活動のデジタル化実証事業

地域活動のデジタル化の推進

① 情報伝達の迅速化・効率化、内容の充実

② 地域活動の担い手の確保

③ 自治会役員の負担軽減

 回覧頻度の増加や回覧所要時間が短縮。
紙回覧：月1･2回程度 → アプリでの情報配信：月平均５.３回
従来の回覧期間：2-4週間 → 配信から２日以内に半数が閲覧

 多様な世代がアプリを活用。未加入者が加入する事例も確認。
アプリの登録状況：30～50代が６割超。70代以上の登録も17％

 アプリの利便性を実感。実際の運用には工夫も必要。
約８割の自治会が、電子回覧が「便利」と回答
約45％の役員が、今後も「自治体からデジタルで情報を受けたい」と回答

実証事業で確認された主な効果

実証事業の概要

◎ 行政を含めた社会全体のデジタル化が進む中で、情報共有を効率化し、新たなサービス・価値を地域住民が
受けられるようにするため、現役世代や若者の積極的な参加を促しつつ、市区町村が自治会等の地域活動
のデジタル化のために積極的に取り組むことが有効。〔令和４年度 地域コミュニティに関する研究会 報告書〕

＜地域交流アプリ（例）＞

事業期間 ：令和５年４月～令和６年３月

（アプリ利用：10ヶ月間）

事業参加団体：10市町、51自治会

アプリ登録者数：3,409名

情報配信回数：1,609回

（１自治会あたり平均32回）

閲覧回数 ：136,682回

（１自治会あたり平均2,680回）

 実証事業の成果を踏まえ、市区町村が、電子
回覧板機能を有する地域交流アプリを活用し
た自治会等の地域活動のデジタル化を進めて
いくためのハンドブックを作成し、その取組を
促進。
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自治会･町内会活動に対する市町村支援への地方交付税措置

積 算 内 容

（住民活動支援事業） 44,906千円

自治会･町内会活動（話し合いの場づくり等）支援事業

自治会･町内会加入促進に係る経費

自治会･町内会活動内容の周知に係る経費

地域活性化イベント（お祭り、地域ＰＲ等）助成事業

自主防犯活動（地域の夜回り等）支援事業

自治会･町内会所有施設等への補助

（防犯灯設置、集会所建設改良、ゴミステーション設置、児童遊園整備 等） 等

出典：「令和７年度 単位費用算定基礎・標準団体行政経費積算内容」(総務省)

〔市町村分〕
第三款 地域振興費
第二項 標準団体行政経費積算内容
（細目）１地域振興費（細節）地域振興共通経費

○ 自治会･町内会活動に係る市町村の支援に要する経費（住民活動支援事業）について、引き続き、地方
交付税措置を講じる。〈普通交付税（費目;地域振興費）〉

○ 自治会･町内会等の加入率の低下や担い手不足等の課題に対応していくため、自治会等の加入促進等
に係る取組に要する経費について、令和４年度に、「自治会･町内会加入促進に係る経費」、「自治会･町
内会活動内容の周知に係る経費」を拡充。

❖ 普通交付税の算定に当たり、標準団体(人口10万人)ベースで、４,４９１万円を基準財政需要額に算入
※ R3年度;4,338万円（＋153万円）
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